
 

計画の概要について 

 

１．計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画期間 

※国の健康増進計画「健康日本 21 計画（第 2次）」が令和 3年 8月 4日付けの告示により

計画期間が 1年延長され、令和 5年度までとなったことから、市の健康増進計画につい

ても計画期間を 1年延長し、令和 6年度までとした。 

H26    H30      R6 R7     R12      R18 

                       

・愛西市地域福祉計画 

・愛西市介護保険事業計画・高齢者福祉計画 

・愛西市障害者計画 

・愛西市障害福祉計画 

・愛西市障害児福祉計画 

・愛西市子ども・子育て支援事業計画 

整合 
・ 

連携 

愛西市健康日本２１計画 

愛西市食育推進計画 

愛西市自殺対策計画 

愛西市 

愛西市総合計画 

整合 

国 

食育推進基本計画 

自殺対策基本法 

自殺総合対策大綱 

健康日本２１ 

健康日本 21 

あいち新計画 

あいち食育 

いきいきプラン 

愛知県 

あいち自殺対策 

総合計画 

整合 

整合 

資料２ 

中間評価 

第２次 愛西市健康日本２１計画 

    ・愛西市食育推進計画 

愛西市 

自殺対策計画 

第３次 愛西市健康日本２１計画 

    ・愛西市食育推進計画 

第２次 愛西市自殺対策計画 

最終評価 

延期 

延期 

中間評価 最終評価 最終評価 



３．計画の体系 

（１）健康日本 21（第三次）の概念図 

 

引用：厚生労働省「健康日本 21（第三次）推進のための説明資料（その 1）」ｐ15 

 

（２）第 3期健康日本 21 あいち計画の概念図 

 

引用：愛知県「第 3期健康日本 21 あいち計画 2024-2035」ｐ19 


